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令和７年度与党税制改正大綱 （抄）

令和 6 年 1 2 月 2 0 日
自 由 民 主 党
公 明 党

第一 令和７年度税制改正の基本的考え方

４．自動車関係諸税の総合的な見直し

（１）見直しに当たっての基本的考え方

自動車関係諸税については、日本の自動車戦略やインフラ整備の長期展望等を踏まえるとともに、「2050年カーボンニュート

ラル」目標の実現に積極的に貢献するものでなければならない。その上で、

① ＣＡＳＥに代表される環境変化にも対応するためのインフラの維持管理・機能強化の必要性、地域公共交通のニーズの高ま

り等を踏まえつつ、自動車関係諸税全体として、国・地方を通じた安定的な財源を確保することを前提とする

② わが国のマルチパスウェイ戦略の下で、多様な動力源（パワートレイン）が併存していくことを踏まえた税制とする

 また、わが国の自動車産業を取り巻く国際環境の変化を踏まえ、補助金等も活用しつつ、市場活性化や産業基盤の維持発

展に配慮するとともに、電費改善等のイノベーションを促し、質の高い電気自動車等の普及に資する税制とする

③ 二酸化炭素排出量抑制により、脱炭素化に向けた取組みに積極的に貢献するものとする

④ 自動車関係諸税を負担する自動車ユーザーの理解にも資するよう、受益者負担・原因者負担といった課税の考え方や、こ

れまでの沿革等を踏まえつつ、使途の明確化を図るとともに、受益と負担の対応関係を分かりやすく説明していく

 その際、中長期的には、データの利活用による新たなモビリティサービスの発展等、自動車の枠を超えたモビリティ産業の発

展に伴う経済的・社会的な受益者の広がりや保有から利用への移行等も踏まえる

との考え方を踏まえつつ、公平・中立・簡素な課税のあり方について、中長期的な視点から、車体課税・燃料課税を含め総合的

に検討し、見直しを行う。

（２）車体課税の見直し

車体課税については、カーボンニュートラルの実現に積極的に貢献するものとすべく、国・地方の税収中立の下で、取得時

における負担軽減等課税のあり方を見直すとともに、自動車の重量及び環境性能に応じた保有時の公平・中立・簡素な税負

担のあり方等について、関係者の意見を聴取しつつ検討し、令和８年度税制改正において結論を得る。

（３）利用に応じた負担の適正化に向けた課税の枠組み

異なるパワートレイン間の税負担の公平性や将来に向けた安定的な財源確保、ユーザーの納得感の観点から、利用に応じ

た負担について、使途、執行・関係技術等を踏まえ検討し、課税の枠組みについて、令和８年度税制改正において結論を得る。 1



令和７年度与党税制改正大綱に対する地方団体の声明

○ 全国知事会
「令和７年度与党税制改正大綱」について（抄）
（令和６年１２月２０日 全国知事会会長 宮城県知事 村井 嘉浩 、全国知事会地方税財政常任委員会委員長 宮崎県知事 河野俊嗣）

自動車関係諸税については、公平・中立・簡素な課税のあり方について、中長期的な視点から、車体課
税・燃料課税を含め総合的に検討し、令和８年度税制改正にお いて結論を得ることとされた。自動車関係
税収は地方にとって貴重な税財源となっており、 今後、地方の社会インフラの更新・老朽化対策や防災・

減災事業などに対する財政需要が一層増していくと見込まれることを考慮し、国・地方を通じた安定的な財
源を確保することを前提に、議論を進めていただきたい。

○ 全国市長会
令和７年度与党税制改正大綱について （抄）（令和６年１２月２０日 全国市長会会長 松井一 實）

自動車関係諸税については、公平・中立・簡素な課税のあり方に ついて、中長期的な視点から、車体課
税・燃料課税を含め総合的に検討し、 見直しを行うとされたところであり、自動車を取り巻く大きな環境変化
を考慮したうえで、地方財政や地域経済への影響等を踏まえ、丁寧な検討を求めるものである。 

○ 全国町村会
令和７年度与党税制改正大綱について （抄）（令和６年１２月２０日 全国町村会長 吉田隆行）

自動車関係諸税については、公平・中立・簡素な課税のあり方について、 中長期的な視点から、車体課
税・燃料課税を含め総合的に検討し、見直しを行うこととされた。その検討に当たっては、道路・橋りょう等
の社会資本の更新・老朽化対策、防災・減災対策のためのインフラ財源の確保が重要であるため、安定
的な地方税財源の確保を前提とするとともに、地方の生活の足となっている自動車の利用実態を考慮して
いただきたい。 
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